
全国がん登録における情報の
提供に関する流れ
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データ利用・提供判断

第６回厚生科学審議会がん登録部会
資料５を一部修正
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全国のデータ又は2県以上にまたがるデータ

第17条による
情報の利用

国
の
が
ん
対
策

全国がん
登録情報

厚生労働大臣
又は国立がん
研究センター

他の行政機
関、独立行
政法人等

委託された者、
共同調査研究
を行う者

第21条3項によ
る情報の利用

研究

①利用したいデー
タの範囲は何か

②利用する主体は誰か

③利用目的

④顕名か
匿名か

③利用目的 ③利用目的

顕名 匿名

国のがん対策国のがん対策

第21条4項によ
る情報の利用

第21条2項によ
る情報の利用

都道府県
知事等

第21条1項によ
る情報の利用

市町村長
等

③利用目的 ③利用目的

都道府県の
がん対策

市町村のが
ん対策

左
記
以
外
の
利
用
者

研究 研究研究

1県データ
（都道府県がん情報）

図1．全国がん登録情報の利用・提供
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1県データ

第18条による
情報の利用

都
道
府
県
の
が
ん
対
策

都道府県が
ん情報

都道府県知事
又は委託機関

独立行政法
人等

委託された者、
共同調査研究
を行う者

第21条8項によ
る情報の利用

研究

①利用したいデー
タの範囲は何か

②利用する主体は誰か

③利用目的

④顕名か
匿名か

③利用目的 ③利用目的

顕名 匿名

都道府県の
がん対策

都道府県の
がん対策

第21条9項によ
る情報の利用

第20条による
情報の利用

市町村等

第19条による
情報の利用

病院等

③利用目的 ③利用目的

市町村のが
ん対策

院内がん登
録に係る調
査研究

左
記
以
外
の
利
用
者

研究研究

全国データ
（全国がん登録情報）

研究

図2．都道府県がん情報の利用・提供
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図3．データ利用・提供の申請と審査

第18条による情報の利用

第21条8項による情報の提供

第21条9項による情報の提供

第20条による情報の提供

第19条による情報の提供

第17条による情報の利用

第21条3項による情報の提供

第21条4項による情報の提供

第21条2項による情報の利用

第21条1項による情報の利用

行
政
的
利
用

研
究
的
利
用

行
政
的
利
用

研
究
的
利
用

各
都
道
府
県
の
窓
口
組
織

（
都
道
府
県
が
ん
登
録
委
託
先
等
）

臨
床
的

利
用

• がん医療の質の
向上に資するか

• 安全管理措置が
とられているか

• 調査研究の実績
• 生存者の同意

• 申請の主体が都道府
県知事等又は市町村
長等であるか

• がん対策の企画立案又は実施
に必要ながんに係る調査研究
であるか

• がん対策の企画立案又は実施
に必要ながんに係る調査研究
であるか

• 申請の主体が厚生労
働大臣、その他の行
政機関等であるか

国
の
窓
口
組
織

（
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
）

• 申請の主体が届出病
院等であるか

• 申請の主体が都道府
県知事等又は市町村
長等であるか

• がん対策の企画立案又は実施
に必要ながんに係る調査研究
であるか

• がん医療の質の
向上に資するか

• 安全管理措置が
とられているか

• 調査研究の実績
• 生存者の同意

審議会等の内容審査
で特別に求められる要件

形式の点検で特別に
求められる要件

申請
窓口

（
全
国
が
ん
登
録
情
報
）

（
都
道
府
県
が
ん
情
報
）
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事務処理

第５回厚生科学審議会がん登録部会
資料５を一部修正
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審議会等
又は

合議制の機関
⑥審査

図1．厚生労働大臣による提供（17条）

国立がん研究センター

全国
がん登録
データ
センター

⑩データの
作成

⑤内容審査
依頼

⑦審査結果
通知

⑨
デ
ー
タ

作
成
指
示

厚生労働大臣

①提供内容の検討

③申出文書提出

窓口組織

④申出受
付・文書の
形式点検⑫データの

利用

⑮公表

⑯データの
廃棄

独立行政法人等

②
委
託
等

⑧結果通知

⑪データの提供
⑰廃棄・実績報告

⑬公表前の相談

⑭公表の可否
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①利用内容
の検討

⑪データの
利用

⑭公表

⑮データの
廃棄

②申出文書提出

窓口組織

③申出受
付・文書の
形式点検

厚生科学
審議会

⑤審査

⑩データの提供

図２．その他の提供（21条1項～2項）

都道府県・市町村等 国立がん研究センター

全国
がん登録
データ
センター

⑨データの
作成

④内容審査
依頼

⑥審査結果
通知

⑧
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑯廃棄・実績報告

⑦結果通知

⑫公表前の相談

⑬公表の可否
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①利用内容の
検討

⑮データの利
用

⑱公表

⑲データの廃
棄

④申出文書提出

窓口組織

⑤申出受
付・文書の
形式点検

⑪手数料の
確認

審議会等
又は

合議制の機関
⑦審査

⑭データの提供

図３．その他の提供（21条3項～4項）

がん研究者 国立がん研究センター
②事前相談

③対応・集計工数及び手数
料の算出 全国

がん登録
データ
センター

⑬データの
作成（匿名
化含む）

⑥内容審査
依頼

⑧審査結果
通知

⑩手数料納付

⑫
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑨結果通知

⑳廃棄・実績報告

⑯公表前の相談

⑰公表の可否
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図４．都道府県知事による提供（1８条）

都道府県窓口組織

都道府県
がん登録
室

⑩データの
作成

⑤内容審査
依頼

⑦審査結果
通知

⑨
デ
ー
タ

作
成
指
示

都道府県知事

①提供内容の検討

③申出文書提出

窓口組織

④申出受
付・文書の
形式点検⑫データの

利用

⑮公表

⑯データの
廃棄

地方独立行政法人等

②
委
託
等

⑧結果通知

⑪データの提供

⑰廃棄・実績報告

⑬公表前の相談

⑭公表の可否

都道府県
審議会その他
合議制の機関
⑥審査
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①利用内容
の検討

⑪データの
利用

⑭データの
廃棄

②申出文書提出

窓口組織

③申出受
付・文書の
形式点検

⑩データの提供

図５．市町村等への提供（19条）

市町村等 都道府県・委託先

都道府県
がん登録
室

⑨データの
作成

④内容審査
依頼

⑥審査結果
通知

⑧
デ
ー
タ

作
成
指
示⑦結果通知

⑮廃棄・実績報告

⑫公表前の相談

⑬公表の可否

都道府県
審議会その他
合議制の機関
⑤審査
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①利用内容
の検討

⑦データの
利用

⑩データの
廃棄

②申出文書提出

窓口組織

③申出受
付・文書の
形式点検

⑥データの提供

図６．病院等への提供（20条）

病院等 都道府県・委託先

都道府県
がん登録
室

⑤データの
作成

④
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑪廃棄・実績報告

⑧公表前の相談

⑨公表の可否
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①利用内容
の検討

⑮データの
利用

⑱データの
廃棄

④申出文書提出

窓口組織

⑤申出受
付・文書の
形式点検

⑪手数料の
確認

都道府県
審議会その
他合議制の
機関
⑦審査

⑭データの提供

図7．その他の提供（21条8項～9項）

がん研究者 都道府県・委託先
②事前相談

③対応・集計工数及び手数
料の算出

都道府県
がん登録
室

⑬データの
作成（匿名
化含む）

⑥内容審査
依頼

⑧審査結果
通知

⑩手数料納付

⑫
デ
ー
タ

作
成
指
示

⑨結果通知

⑲廃棄・実績報告

⑯公表前の相談

⑰公表の可否
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